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税務訴訟資料 第２６９号－６６（順号１３２８９） 

宇都宮地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 課税処分等取消請求事件 

国側当事者・国（宇都宮税務署長ほか） 

令和元年７月３日棄却・控訴 

 

判     決 

原告             甲 

同              乙 

上記２名訴訟代理人弁護士   徳田 剛之 

同訴訟復代理人弁護士     小杉 裕二 

被告             国 

同代表者法務大臣       山下 貴司 

処分行政庁          宇都宮税務署長 

（原告甲関係）        栗原 茂雄 

処分行政庁          鹿沼税務署長 

（原告乙関係）        舘野 淳 

被告指定代理人        志水 崇通 

同              伊藤 隆行 

同              神山 典子 

同              梶内 勇作 

同              長谷川 充宏 

同              藤本 雄太 

同              栁沢 陽介 

同              忠平 典幸 

同              上野 洋平 

同              岡村 淳平 

 

主     文 

１ 原告らの請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告らの負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 請求 

１ 処分行政庁が原告甲に対し平成２７年３月１０日付けでした、平成２２年分、同２３年分及

び同２４年分の所得税に係る各更正処分のうち、平成２２年分については納付すべき税額マイ

ナス２６４万４８００円を超える部分、平成２３年分及び平成２４年分についてはいずれも納

付すべき税額マイナス２９０万６４００円を超える部分並びに重加算税の賦課決定処分をいず

れも取り消す。 

２ 処分行政庁が原告乙に対し平成２７年３月１０日付けでした、平成２３年分及び同２４年分
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の所得税に係る各更正処分のうち、いずれも納付すべき税額マイナス１６０万３２００円を超

える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。 

第２ 事案の概要等 

１ 事案の概要 

 本件は、Ａ株式会社（旧商号・以下「本件会社」という。）の元役員である原告らが下記の

各係争年度分の所得税について給与から源泉徴収された税額に相当する金額の還付を受けるた

めに確定申告をしたところ、宇都宮税務署長が、（１）原告甲（以下「原告甲」という。）に対

して、同人がした確定申告（平成２２年ないし同２４年分。以下併せて「原告甲分各確定申

告」という。）における「給与所得の金額」欄記載の給与についてその支払事実がなく、源泉

徴収額の記載は誤りであるとして、平成２７年３月１０日付けで、同各年の所得税の各更正処

分（以下「原告甲分各更正処分」という。）を行うとともに、同人が上記各確定申告にあたり

内容虚偽の源泉徴収票を作成して提出したとして、上記各年分の所得税に対する重加算税の各

賦課決定処分（以下「原告甲賦課決定処分」という。）をし、また、（２）原告乙（以下「原告

乙」という。）に対して、同人がした確定申告（平成２３年ないし同２４年分。以下併せて

「原告乙分各確定申告」という。）における「給与所得の金額」欄記載の給与についてその支

払事実がなく、源泉徴収額の記載は誤りであるとして、平成２７年３月１０日、同各年の各更

正処分（以下「原告乙分各更正処分」という。）を行うとともに、同各年分の所得税に対する

過少申告加算税の賦課決定処分（以下「原告乙各賦課決定処分」という。）をしたのに対し、

原告らが、上記各年度の確定申告に係る給与は現実に支払われていたと主張して、上記（１）

（２）記載の各更正処分及び賦課決定処分の取消しを求めた事案である。 

２ 関係法令の定め及び基本となる先判例 

（１）所得税法関係 

ア 給与所得の意義・判断基準 

 （給与所得） 

第２８条 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有す

る給与（以下この条において「給与等」という。）に係る所得をいう。 

２ 給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残

額とする。 

３ないし５ 略 

（先判例） 

「給与所得とは雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供

した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。なお、給与所得については、とり

わけ、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ない

し断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうか

か重視されなければならない。」（最高裁昭和５６年４月２４日第二小法廷判決・民集３

５巻３号６７２頁） 

イ 所得税法２２６条１項及び所得税法施行規則９３条１項によれば、給与等の支払者は、

年末調整終了後に各受給者について、その年の１月から１２月までの間に支払の確定し

た給与の金額や源泉徴収税額などを記載した「給与所得の源泉徴収票」を２通作成し、

そのうち１通を合計表に添付して翌年１月３１日まで（年の中途で退職した受給者につ
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いては、退職後１か月以内）に税務署長に提出し、他の一通を受給者に交付しなければ

ならない。 

（２）その他の関係法令（要旨） 

ア 法人税法７４条１項によれば、内国法人は、各事業年度の終了の日の翌日から２か月

以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき所定の事項を記載した申告書を提出し

なければならない。 

イ 地方税法３１７条の６第１項によれば、１月１日現在において給与の支払をする者で、

当該給与の支払をする際、所得税法１８３条の規定によって所得税を徴収する義務があ

るものは、同月３１日までに、当該給与の支払を受けている者について、その者に係る

前年中の給与所得の金額その他の必要な事項が記載された給与支払報告書を作成し、こ

れを当該市町村の長に提出しなければならない。 

３ 前提事実（争いのない事実、顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認

められる事実） 

（１）当事者等 

ア 本件会社は、Ａ株式会社の商号で、昭和５８年２月●日に設立された株式会社で、太

陽光等自然エネルギーを利用した発電装置及びそれらを利用した照明器具等電気機械器

具の企画、製造、販売及び賃貸、住宅・店舗用建築資材、家具家電等及びそれら付属品

の輸出入及び販売、一般貨物自動車運送事業、貨物自動車利用運送事業及び貨物軽自動

車運送事業、倉庫業、新車、中古車の販売、買取、修理、点検、整備及びユーザー車検

の代行等を目的としており、平成２２年９月１日、商号を「株式会社Ｂ」に、また、本

店所在地も「栃木県宇都宮市●●」から「栃木県宇都宮市●●」に変更した（乙１の１

ないし３）。 

イ 原告甲は、元税務署の職員であったが、Ｃの屋号で車両販売業及びＯＡ機器等のリー

ス事業を営むとともに、平成１８年７月●日、Ｄ株式会社（なお同社は平成２１年７月

１日付けでＥ株式会社に商号変更した。以下「Ｅ」という。）を設立し、代表取締役に就

任する一方（甲５の１）、平成９年４月１５日に、本件会社の代表取締役にも就任したが、

平成２２年９月１日、取締役を解任され、同日、代表取締役を退任した（乙１の１ない

し３）。 

 また、原告乙は、Ｆの屋号により個人で小売業を営むとともに、平成１７年１月５日

から有限会社Ｇの代表取締役を務めていたが（甲５の２）、平成２１年１月１日、本件会

社の取締役に就任し、平成２２年９月１日、同社の取締役を辞任した（乙１の１ないし

２）。 

 そして、本件会社の代表取締役は、平成２２年９月１日、退任した原告甲に代わって、

丙（以下「丙」という。）が就任した（乙１の１）。 

ウ なお、原告甲の父親である丁は、本件会社の創設者であり、長く本件会社の代表取締

役を務めた後、平成１９年１２月１日に辞任したが、その後も「会長」と呼ばれ、本件

会社の経営に関与していた（原告甲・７項以下、甲３２の１、甲３３、３４、乙１の１

ないし３・以下同人を「丁会長」という。）。 

（２）原告らによる確定申告 

 ア 原告甲は、平成２２年分、平成２３年分及び平成２４年分の所得税について、それぞれ、
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別表１の「確定申告」欄記載のとおりに確定申告をした（原告甲分各確定申告）。 

イ 原告乙は、平成２３年分及び平成２４年分の所得税について、それぞれ、別表２の

「確定申告」欄記載のとおりに確定申告をした（原告乙分各確定申告）。 

（３）原告らは、上記各確定申告の結果として、それぞれ別表１及び別表２の「納付すべき税

額」欄記載の金額の還付を受けた。 

（４）処分行政庁の原告らに対する処分 

ア 原告甲関係処分 

（ア）原告甲に対する更正処分（原告甲分各更正処分） 

 平成２７年３月１０日、宇都宮税務署長は、原告甲に対し、上記確定申告における

「給与所得の金額」欄記載の給与支払がなく、源泉徴収税額に誤りがあるとして、別表

１の「更正処分等」欄記載のとおり、平成２２年分、平成２３年分及び平成２４年分

（以下「本件甲各係争年分」という。）の所得税の各更正処分をした。 

（イ）原告甲に対する重加算税賦課決定処分（原告甲各賦課決定処分） 

 同日、宇都宮税務署長は、原告甲が上記各確定申告にあたり、内容虚偽の各源泉徴収

票を作成して、各確定申告書を提出したとして、原告甲に対し、本件甲各係争年分の所

得税に対する重加算税の各賦課決定処分をした。 

イ 原告乙関係処分 

（ア）原告乙に対する更正処分（原告乙分各更正処分） 

 平成２７年３月１０日、宇都宮税務署長は、原告乙に対し、上記各確定申告における

「給与所得の金額」欄記載の給与支払がなく、源泉徴収税額に誤りがあるとして、別表

２の「更正処分等」欄記載のとおり、平成２３年分及び平成２４年分（以下「本件乙各

係争年分」といい、本件甲各係争年分と一括して「本件各係争年分」という。）の所得

税の各更正処分をした。 

（イ）原告乙に対する過少申告加算税各賦課決定処分（原告乙各賦課決定処分） 

 平成２７年３月１０日、宇都宮税務署長は、原告乙に対し、本件乙各係争年分の所得

税に対する過少申告加算税の各賦課決定処分をした。 

（ウ）なお、原告甲分各更正処分と原告乙分各更正処分を一括して「本件各更正処分」、原

告甲各賦課決定処分と原告乙各賦課決定処分を一括して「本件各処分」といい、本件各

処分に係る係争年を「本件各係争年」という。 

ウ 異議申立て及び審査請求 

（ア）原告甲は平成２７年５月８日に、原告乙は同月９日に、本件各処分を不服として、

宇都宮税務署長に対し、異議申立てを行ったが、宇都宮税務署長は、同年８月４日、原

告らの異議申立てに対し、いずれも棄却の異議決定をした。 

（イ）原告甲は同年９月４日、原告乙は同月５日、原告らに対する上記各処分を不服とし

て、国税不服審判所長に対し、審査請求を行ったところ、国税不服審判所長は、平成２

８年６月２１日、原告らの審査請求をいずれも棄却する裁決をした。 

（ウ）上記各裁決書謄本は、いずれも平成２８年６月２５日に原告らに送達された。 

 原告らは、平成２８年１２月２６日、当庁に対し、本件訴訟を提起した（顕著な事

実）。 

４ 課税の根拠及び計算 
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 被告が本件訴訟において主張する本件各処分における課税の根拠とその適法性（計算）は、

別紙「課税の根拠及び計算」に記載のとおりである。 

５ 主たる争点 

 本件各処分に関して、被告が主張・立証責任を負う主たる争点事実は、以下のとおりである。 

（１）争点①－原告らに対する本件各更正処分関係について 

 本件会社から、 

ア 原告甲分各確定申告書「給与所得の金額」欄記載の給与の支払事実がないこと（争点

①・ア） 

イ 原告乙分各確定申告書「給与所得の金額」欄記載の給与の支払事実がないこと（争点

①・イ） 

（２）争点②－原告甲各賦課決定処分関係について 

 原告甲は、原告甲各確定申告にあたり、「課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき

事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納

税申告書を提出していた」た事実が認められること 

６ 主たる争点に対する当事者の主張（要旨） 

（１）争点①について 

【被告の主張】 

 原告甲分各確定申告書「給与所得の金額」欄記載及び原告乙分各確定申告書「給与所得

の金額」欄記載の各給与が本件会社から原告らに対して支払われた事実はない（なお、平

成２２年分については、原告甲の給与所得額が１５０万円あるが、これは本件会社からの

給与所得ではない。）。 

 すなわち、本件会社は本件各係争年分に係る法人税の確定申告書も提出していないこと

などからみて、本件各係争年分において本件会社には稼働実態はなかったものと認められ、

このことは、原告甲の口座には本件会社から本件甲各係争年分の給与が振り込まれていな

いこと及び原告乙の口座への本件会社からの振り込みは給与の支払とはいえないこと、原

告らが、給与明細等の本件会社から給与の支給を受けたことを明らかにする書面等を提出

していないこと、本件会社は上記各年度において給与を支払った際に行うべき手続等を行

っていないことなどに照らしても明らかである。そして、原告甲が本件会社の役員を退任

した後に代表取締役に就任した丙は、処分行政庁の税務調査において、本件会社の丁会長

から本件会社は活動していない会社であると聞かされ、代表取締役として名前だけ貸して

ほしいと頼まれたものであり、本件会社の代表取締役としての業務を行ったことはない旨

述べていたことや原告らが本件会社の役員退任後に本件会社との間で雇用契約書等の契約

書を交わした事実はないことのほか、各種の調査結果や客観的な証拠などを合わせ考慮す

ると、原告らと本件会社とは雇用契約等を締結しておらず、原告らが本件会社の指揮命令

に服して、本件会社に対し、労務又は役務の提供を行うことはなく、とりわけ原告らが本

件会社との関係において何らかの時間的・空間的な拘束を受けて、労務又は役務の提供を

していた事実はもとより、実際に本件会社から原告らに対し給与が支給された事実はない

ものというべきである。 

 なお、原告らは、本件各係争年分について給与台帳（乙２９）が存在しており本件会社

から原告らに対して給与の支払があったことは明らかである旨主張するが、上記給与台帳
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は、宇都宮税務署長宛ての文書に別紙として添付された表形式の用紙にすぎず、その原資

料は提出されていないのであるから、その証拠価値に乏しく原告らに上記給与の支払があ

ったことの客観的な裏付けとはならない。 

【原告らの主張】 

 被告の上記主張を否認する。本件会社は資金繰りが悪化した後、銀行から預金を相殺さ

れ、また預金口座の差押えを受ける等したため、給与の支払を含め、全ての取引を現金で

行っていたが、原告甲分各確定申告書「給与所得の金額」欄記載及び原告乙分各確定申告

書「給与所得の金額」欄記載の各給与が、本件会社から原告らに対して支払われたことは

紛れもない事実である。 

 すなわち、原告らは、本件会社の役員を解任されたといっても、本件会社との間には雇

用契約ないしこれと類似の契約関係が継続しており、原告甲は営業部長的な立場で、また、

原告乙は原告甲の下で従業員として稼働していた。その後、東日本大震災が発生したが、

原告らは、被災地の宮城県石巻市に赴き、救援活動を行うとともに、被災地需要に応える

べく、本件会社の営業活動として、車両の販売等を行い、一定の収益を上げていたもので

ある。このようにして、本件各係争年分において、本件会社はその事業を継続していたも

のである。そして、本件会社に残されていた本件各係争年分の給与台帳（乙２９）を見れ

ば、本件各係争年分に原告らに対し給与が支払われていたことは明らかであり、このこと

は、原告甲やその家族が本件各係争年分中も生活費等に窮することなく、生計を維持して

いた事実によっても裏付けられているというべきである。 

（２）争点②について 

【被告の主張】 

 原告甲が代表取締役を退任した後に、本件会社の代表取締役となった丙は、実際には本

件会社の業務を行っていない。そして、原告甲は、本件会社の代表取締役を退任した後も、

本件会社の賃金台帳や代表社印、社判を事実上管理し、これを自由に使用していたことに

加え、平成２２年分源泉徴収票の手書き部分の筆跡が原告甲の筆跡と酷似していることか

らみて、上記源泉徴収票は同原告が作成したものであるところ、上記（１）で述べたとお

り、原告甲分各確定申告書「給与所得の金額」欄記載及び原告乙分各確定申告書「給与所

得の金額」欄記載の各給与が支払われた事実はないのであるから、原告甲が作成した上記

各源泉徴収票は、いずれも内容虚偽のものというよりほかない。そうすると、原告甲は、

かかる内容虚偽の源泉徴収票を作成した上、これを添付した確定申告書を作成、提出した

ことになるから、このような行為は、「課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実

の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申

告書を提出していたとき」にあたるものというべきである。 

【原告甲の主張】 

 否認ないし争う。本件会社が原告甲に対し原告甲分各確定申告書「給与所得の金額」欄

記載及び原告乙分各確定申告書「給与所得の金額」欄記載の各給与を支払ったことは、上

記（１）で述べたとおり紛れもない事実であって、原告甲分各確定申告書に添付された本

件会社の源泉徴収票は内容虚偽のものではない。また、本件会社の賃金台帳や代表社印、

社判は、本件会社の丁会長が管理していたものであって、原告甲が本件会社の代表取締役

を退任した後も本件会社の賃金台帳や代表社印、社判を事実上管理していた事実はない。 
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第３ 当裁判所の判断 

１ 認定した事実等 

 前提事実、争いのない事実のほか、掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認

められる。 

（１）本件会社の経営に係る資金の状況及び公租公課の納付状況等 

ア 本件会社の預金口座等 

 税務調査によれば、本件会社は本件各係争年当時に決済用の口座として、株式会社Ｈ

銀行宇都宮支店、Ｉ銀行江曽島支店、同銀行水戸支店、Ｊ銀行宇都宮支店、Ｋ信用金庫

宇都宮営業部、Ｌ銀行馬場町支店、同銀行本店営業部、Ｍ銀行大宮駅前支店、Ｎ農業協

同組合本店及びＯ宇都宮支店の普通預金口座等を有していたが（乙１１、１２）、その資

金状況は、以下のとおりである。 

（ア）Ｈ銀行宇都宮支店の普通預金口座（口座番号●●●●・乙１１の１・２） 

 上記口座の残高は、平成２１年９月頃までは徐々に減少してはいたものの、従業員の

給与支払等に使用されている形跡がうかがわれ、優に１００万円を超えているのが常態

であった。しかし、同年１０月に入ると１００万円を下回るようになり、平成２２年１

月以降は、取引先等からの比較的多額な振込によって口座残高が１０万円を上回ること

があっても、同日中に、これに近い金額が、原告甲が代表取締役を務めるＥと思料され

る「Ｅ（カ）」に対して振り込まれるなどしたため、結果として、口座残高が１０万円

を下回る状態が恒常化した。 

 なお、上記口座には、平成２２年１月頃から、同口座からの引き落とし（本件会社の

決済）と思われる支払がされる前に、「Ｅ（カ）」から相当金額が入金されており、さら

に、同口座は、平成２２年６月２８日に差押えを受け、口座残高が一時的に０円となっ

た。 

（イ）Ｉ銀行江曽島支店及び水戸支店の各普通預金口座（口座番号・前者：●●●●、後

者：●●●●、乙１２資料１－１及び１－２） 

 上記各口座は、平成２５年１１月１１日の時点で、いずれも残高がなく、また、同日

時点における上記各口座の「前回取引日」は、いずれも平成２１年６月１０日であって、

平成２１年６月１１日以降、平成２５年１１月１０日までの間、両口座には異動がない。 

（ウ）Ｊ銀行宇都宮支店の普通預金口座（口座番号●●●●・乙１２資料３－２）。） 

 上記口座には、平成２０年３月３１日に融資金１０００万円が入金されたが、同日、

１００６万２７３８円の出金がされた。そして、その後、平成２１年１月６日まで、本

件会社名義でおおむね月１回程度の割合で１５万円ないし２０万円の金額が振り込まれ、

各振込後まもなく「ゴヘンサイ」として各１８万円前後の金額が出金されていたが、平

成２１年６月１２日に「ソウサイ」として２万７８５３円が出金され、口座残高が０円

となった。そして、その後、平成２６年４月４日までの間、口座残高に利息を除き異動

はない。 

（エ）Ｋ信用金庫宇都宮営業部普通預金口座（口座番号●●●●・乙１２資料４） 

 上記口座には、平成２０年６月３日に「証書貸付」により５００万円の入金があり、

平成２０年６月２３日から平成２１年２月２３日までの間に９回にわたって返済がされ

ていたが、同年６月２６日、貸付相殺により２万０５８２円が出金され、ついに口座残
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高が０円となった。そして、その後は、利息及び出資の配当金として、平成２１年９月

２０日から平成２４年６月２７日までの間に、合計６４２円の入金があったほかは、口

座残高に異動はない。 

（オ）Ｌ銀行馬場町支店の当座預金口座（口座番号●●●●）及び普通預金口座（口座番

号●●●●）並びに同銀行本店営業部の普通預金口座（口座番号●●●●・以上につき

乙１２資料５－１及び５－２） 

 上記各口座は、いずれも、平成２１年６月１７日に、同各口座から同日現在の預金残

高が「ソウサイ」として出金され、口座残高が０円になり、その後は異動がない。 

（カ）Ｍ銀行大宮駅前支店の普通預金口座（口座番号●●●●・乙１２資料６－１及び６

－２）。 

 上記口座は、口座開設と同日に融資による６０００万円が入金され、平成１９年１１

月から平成２１年２月まではおおむね毎月返済が行われていたが、平成２１年１０月２

８日に、同日現在の預金残高が「ソウサイ」として出金され、口座残高が０円となり、

その後は平成２６年５月１日までに口座残高に異動はない。 

（キ）Ｎ農業協同組合本店の普通貯金口座（口座番号●●●●・乙１２資料７） 

 上記口座は、平成１７年５月１日から平成２６年２月２８日までの期間において、貯

金利息１円が入金されたのみで、ほかに口座残高に異動はなく、同日の口座残高が１０

０７円であった。 

（ク）Ｏ宇都宮支店の普通預金口座（口座番号●●●●・乙１２資料８）。 

 上記口座は、平成２１年４月１日から平成２５年３月３１日までの期間において、利

息合計３０円の入金がされたが、それ以外の入金はなく、平成２２年９月７日に同日現

在の残高５万３３４１円が、「ツウカ」として全額出金され、同口座の残高が０円とな

った後は、同残高に異動はない。 

イ 本件会社の金融機関からの借入及びＰ信用保証協会による代位弁済 

（ア）本件会社は、平成１８年７月１０日から平成２０年９月１８日までの間に、Ｐ信用

保証協会（以下「県保証協会」という。）の連帯保証を受けてＪ銀行ほか３行の金融機

関から、計１億９９５６万３０００円を借り入れた（乙１３・別添１の９頁）。なお、

上記各借入に関し、いずれも原告甲が連帯保証人となっている。 

（イ）ところが、その後、本件会社は、上記金融機関からの各借入れの返済を遅滞し、上

記各金融機関の請求により、期限の利益を喪失したため、県保証協会は、平成２１年６

月１２日から同年７月２４日の間に、計１億８０４０万４９１４円を代位弁済した（乙

１３・別添１の１０頁）。 

（ウ）そして、県保証協会は、平成２６年４月２８日、本件会社及び原告甲に対し、１億

６６２７万２８６１円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める訴訟（当庁平成２６

年（ワ）第３０５号）を提起したところ（乙１３・別添１）、平成２６年８月２８日、

当庁は、県保証協会の上記請求を全額認容する判決を言い渡した（乙１３・別添３）。 

 なお、上記訴訟において、原告甲は、「解任後のＡの状況（返済額等）は何もわかり

ません。」、「解任される前に個人の預金、保険等全て解約し資産は全てＡ株式会社（現

Ｂ）に注ぎ込み、その後も収入もなく本来の連帯保証人としての役割を果たせる状況に

ございません。Ａから１円でも多く回収していただくことをお願い申し上げます。」と
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の記載がある答弁書を提出している（乙１３・別添２）。 

（エ）以上のとおり、本件会社は、本件各係争年分以前から、金融機関４行から７件の借

入れ（総額１億９９５６万３０００円）をしていたが、当該各借入れの返済を遅滞する

ようになり、当該各金融機関に対する期限の利益を喪失したことから、県保証協会が、

いずれも平成２１年６月から７月にかけて、上記７件の借入金額の残額１億８０４０万

４９１４円を代位弁済した。 

ウ 本件会社による多額の源泉所得税及び社会保険料の滞納等 

（ア）源泉所得税の滞納状況 

 本件会社は、俸給・給与等について、平成１８年から平成２０年までの間、俸給・給

料等として６か月ごとに４２０万円ないし２４３２万１８５０円の支払をしていた。こ

の間、支払金額が４２０万円、納付税額が０円であった期間を除けば、４５万３５２０

円ないし９５万８０９０円の源泉所得税を納付していたが、平成２１年以降は、源泉所

得税を納付していない（乙１０・別紙）。 

（イ）社会保険料の滞納状況 

ａ 本件会社に係る平成２０年６月分ないし平成２４年１２月分の健康保険料の調定額

の合計額は、９７７万４０２４円であった。これに対する収納額は１１万３１８２円

であり（平成２０年６月分の一部に充当された。）、その結果、上記の期間における未

済額の合計額は９６６万０８４２円であった（乙９・別添１）。 

ｂ また、本件会社に係る上記の期間の厚生年金保険料及び児童手当拠出金の調定額の

合計額は、それぞれ厚生年金保険料が１４０５万３２１０円及び児童手当拠出金が１

１万７９７０円であり、これに対して、本件会社が納付した金額はいずれも０円であ

った。その結果、上記各調定額の全額が未済額となった（乙９・別添１）。 

ｃ 上記ａ及びｂの各未済額について、本件会社の社会保険料の徴収事務を行うＱ年金

事務所は、平成２０年９月５日以降、本件会社に対して来所通知を送付したり、電話

による督促を行うなど、継続して接触を図っていたが、本件会社からは、平成２１年

９月２日に会社の状況説明を受けたのみで、滞納社会保険料の具体的な納付方法の相

談を受けたことはなかった（乙９・別添２）。 

ｄ 平成２３年９月７日以降は、Ｑ年金事務所の職員が、本件会社に対し、督促電話を

かけた際には、事業所の電話が繋がらなくなっており、また、平成２４年５月１６日

に本件会社の事業所へ臨場した際には、事業所の入口にクモの巣があり、出入りの形

跡もなかった（乙９・別添２）。 

ｅ また、同年１１月５日には、本件会社の事業所の郵便ポストがなくなっていたこと

から、Ｑ年金事務所の職員は、近隣住民から聴取りを行ったところ、本件会社の事業

所は「倉庫として使用していたようで、数年前から人の出入りはほとんどなかった。」、

また、「社長との面識も全くない。」との回答を得た（乙９・別添２）。 

（ウ）本件会社が前記第２の２（１）イ及び同（２）記載の各種手続きを行っていないこ

と 

ａ 本件会社は、平成２２年８月期（平成２１年９月１日から平成２２年８月３１日）

の法人税の確定申告書をその提出期限までに提出していなかったことから、平成２３

年５月１１日付で、平成２２年８月期以後について法人税の青色申告の承認も取り消
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されている（乙４１）。 

ｂ 本件会社は、少なくとも、平成２３年及び平成２４年分について給与所得の源泉徴

収票等の法定調書合計表を宇都宮税務署長に提出していない（乙１０）。 

ｃ 本件会社は、平成１９年分から平成２５年分の給与支払報告書を宇都宮市長に提出

していない（乙１０）。 

エ 本件各係争年分の各給与台帳の提出 

（ア）宇都宮税務署個人課税第●部門の担当職員は、平成２６年６月頃から、原告らに対

し、所得税調査を実施し、その際、再三、事業所得に関する帳簿書類や本件会社から給

与を受領したことが確認できる書類（給与明細書や通帳）の提示を求めた（乙２０、２

３の１ないし２６の２）が、原告らは、上記税務調査において、これらの書類を一切提

示しなかった（なお、この点に関する原告甲の本人尋問における供述（原告甲・１８２

項ないし２０４項）は上記各書証に照らし採用しない。）。 

（イ）原告らは、平成２７年５月、宇都宮税務署長に対して、本件各処分について異議を

申し立てた上、この異議申立てを受け実施された税務調査において、宇都宮税務署長に

対し、別紙台帳のとおりの給与を支給し、源泉徴収をしていたことに相違ないとする旨

の丙の署名と本件会社の代表者印が押された平成２７年５月３１日付け宇都宮税務署長

宛ての文書（乙２９）を提出した。そして、この宇都宮税務署長宛ての文書には本件各

係争年分の「給与台帳（源泉徴収簿）」と題する書面が別紙として添付されていた。 

 また、原告らは、本件訴訟において、署名・押印や罫線等の形式面に違いはあるもの

の、その支払金額等は一致する内容の給与台帳が添付された宇都宮税務署長宛ての文書

（甲９）を証拠として提出した（以下、前者（乙２９添付）を「本件各給与台帳（乙２

９）」、後者を「本件各給与台帳（甲９）」という。）。 

（ウ）本件各給与台帳（甲９・乙２９）によれば、本件各係争年の原告らに対する総支給

額は、原告甲については平成２２年が９６０万円（差引支給額６１５万１４６４円・

（源泉）所得税２４２万２８００円）、平成２３年が９００万円（差引支給額５０５万

６９３２円・（源泉）所得税２９０万６４００円）、平成２４年が９００万円（差引支給

額４９６万５５７６円・（源泉）所得税２９０万６４００円）で、原告乙については、

平成２３年が６００万円（差引支給額３６３万０９６０円・（源泉）所得税１６０万３

２００円）、平成２４年が６００万円（差引支給額３５８万５４５８円・（源泉）所得税

１６０万３２００円）であるとされ、これらは、本件各確定申告の申告書に添付された

本件各係争年分の「給与所得の源泉徴収票」（乙２の１ないし３、乙３の１・２）記載

の「源泉徴収税額」と一致している。 

（２）原告らと本件会社（丁会長）との関係及び原告ら退任後の本件会社の稼動状況と原告らの

動静について 

ア 原告甲の父親である丁会長は、平成１９年１２月１日に本件会社の代表取締役を辞任

した後も、本件会社の株を半分以上保有していることから、実質的には本件会社の社長

として実権を握っていた（原告甲・７項以下）。 

イ 原告甲は、平成９年から、本件会社の代表取締役とはいえ、実際は、丁会長の下、本

件会社の営業（事務機や太陽光パネルの販売等）を担当していたが、経営方針等をめぐ

って丁会長と対立し、平成２２年９月１日に取締役を解任され、代表取締役の地位を退
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いた（原告甲・１項以下、乙１の１ないし３）。 

 一方、原告乙は、平成２１年１月１日、本件会社の取締役に就任し、営業と仕入れの

仕事をしていたが、原告甲が平成２２年９月１日に代表取締役を退任したことから、同

日、原告乙は、取締役を辞任した（原告乙・１項以下、乙１の１・２）。 

 また、同日、本件会社のその他の取締役（戌、Ｒ）のほか、監査役のＳも辞任した。

そして、本件会社は、商号を「株式会社Ｂ」に変更し、「取締役会設置会社」「監査役設

置会社」であることを廃止した（乙１の１・２）。 

ウ 一方、丙は、平成２２年８月頃、丁会長から、本件会社の代表取締役に就任すること

を依頼された。その際、丁会長は、丙に対し、本件会社は閉鎖（清算）するつもりであ

る、社長を継がせた上の子（原告甲）は勘当した、残っている従業員の身の振り方や社

会保険関係の手続が終了するまで、法人の代表者になってほしい、会社自体は今仕事を

していない、迷惑はかけないから従業員の行き先が見つかるまで名前を貸してほしいな

どと説明した。丙は、かつて自らが代表者を務めていた会社を清算するに当たって、丁

会長に相談に乗ってもらった経緯があるため、同人からの上記依頼を断ることができな

かった（乙４・答２、乙３９資料Ａの問２）。 

 こうして丙は、同年９月１日、本件会社の代表取締役に就任したが、本件会社の社判

等の引継ぎはなく、本件会社の事務所の鍵も渡されていなかったため、本件会社の経営

に携わるようなことはなく、本件会社の仕事といっても、本件会社の本店所在地（宇都

宮市）や自宅に届いた郵便物を丁会長に届けたり、呼び出しに応じて裁判所や年金事務

所に出かけることがある程度であって、その当時、勤めていたＴで、一月のうち２０日

から２２日間、一日中勤務する生活をしていた（乙５・答２、３、乙６・資料Ａ答２、

３）。 

エ そうしたところ、平成２３年３月１１日、東日本大震災が発生した。原告らは、被災

地の宮城県石巻市に赴き、炊き出しなどのボランティア活動を行った。そして、原告甲

は、被災地での長期的なボランティア活動をするため、原告乙とともに「Ｕ」を立ち上

げた（甲１０、３２、３３）。 

 そして、原告甲は、かかる被災地の需要に応じるため、「Ａ（株）Ｖ」又は「Ａ株式会

社Ｖ」の名でもって、募金自動販売機の設置事業（甲１２）、中古車販売事業（甲２１）

などを行っていたところ、これらの事業が、既に商号を「株式会社Ｂ」に変更した本件

会社の事業であるのか、それとも原告甲が代表取締役を勤める別会社（Ｅ）や立ち上げ

たばかりの「Ｕ」の事業として行われたものであるかは判然としないが、少なくとも平

成２２年９月１日に変更された本件会社の新商号である「株式会社Ｂ」が使用された形

跡はなく、かえって、平成２３年７月●日付けの「Ｗ」のインターネット記事（甲１

０）において、原告甲は、「太陽光パネルを用いた街路灯の製造販売や運送業などを手が

けるＥ株式会社社長」として紹介されている。 

（３）本件会社から原告らの口座に対する金銭の振込状況について 

ア 原告甲について 

（ア）本件会社の原告甲に対する給与は、平成２１年７月から９月までの間、本件会社か

らＸ銀行宇都宮支店の原告甲名義の普通預金口座に、「Ａ（カ」名義で振り込まれてい

た（平成２１年７月３１日に３１万３７０９円、同日１８万１５００円、同年８月３１
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日に３８万２９０９円、同日１８万１５００円、同年９月３０日に３４万０２０９円・

乙１４の１） 

（イ）しかし、同年１０月以降は、上記普通預金口座には、「Ｅ（カ」名義により、Ｅから

とうかがわれる振り込みがあるだけで（なお、同口座における同社の最終振込みは、平

成２２年４月２８日の３５万８９２２円）本件会社からの振込みはされていない（乙１

４の１）。 

イ 原告乙について 

（ア）平成２３年６月２０日、同年７月２１日、同年８月２５日、同年１０月３日に、各

２０万円が、本件会社の口座から原告乙名義のＨ銀行宇都宮支店の預金口座へ送金され

ている（乙１５の１・２）。 

（イ）原告乙は、Ｉ銀行峯町支店、同銀行宇都宮東支店、同銀行宇都宮中央支店及びＸ銀

行宇都宮支店にそれぞれ同人名義の普通預金口座を有しているが、本件各係争年におい

て、本件会社名義での入金はない（乙１６、乙１７）。 

２ 争点に対する判断 

（１）争点①－本件各更正処分関係について 

ア 給与所得の意義及び判断基準 

 被告は、前記第２の５で指摘したとおり、原告甲分各確定申告書「給与所得の金額」

欄及び原告乙分各確定申告書「給与所得の金額」欄記載の各給与が支払われた事実がな

いことを主張・立証する必要があるところ、前記先判例（最高裁昭和５６年４月２４日

第二小法廷判決・民集３５巻３号６７２頁）によれば、上記「給与所得」（所得税法２８

条１項）とは、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供

した労務の対価として使用者から受ける給付をいうものと解され、その判断においては、

とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的

ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかど

うかが重視されなければならない。 

 そうすると、上記「給与所得」の支給があったといえるためには、①当該給与支給者

との関係で、空間的・時間的な拘束を生じさせる雇用又はこれに類する何らかの原因関

係が存在していること（要件①）、②かかる雇用契約等に基づき継続的ないし断続的に労

務又は役務の提供がされていること（要件②）、そして③かかる労務又は役務提供の対価

として上記給与支給者から一定の給付がされた事実があること（要件③）を要件として

満たす必要があると解されるから、被告は、これらの要件事実のいずれかが不存在であ

ることを主張・立証する必要があるものと解され、かつ、それで足りるものというべき

である。 

イ 争点①・ア－原告甲分各確定申告書「給与所得の金額」欄記載の給与が支払われた事

実がないこと 

（ア）本件各係争年分のうち平成２２年分について 

ａ 上記１（２）の事実によれば、原告甲は、平成２２年９月１日、本件会社の取締役

を解任され、代表取締役を退任している。そうすると、少なくとも同年８月３１日ま

では、原告甲と本件会社との間には法的には委任契約関係が存在したことになり、そ

して、本件会社は、実質的には原告甲の父親である丁会長が本件会社の社長として実
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権を握っており、原告甲は、少なくとも過去には本件会社の営業を行っていたことも

あり、形式的にはその要件①に係る原因関係が存していた可能性も否定できないのに

対し、原告甲が本件会社の代表取締役を退任した平成２２年９月１日以降においても

そういえるかは疑義がある。 

 そこで以下では、ⓐ平成２２年分のうち原告甲が本件会社の代表取締役の地位にあ

った平成２２年１月１日から同年８月３１日までの間と、ⓑその法的地位（委任契

約）を退任により失った同年９月１日から同年１２月３１日までの間を分けた上、検

討を加える。 

ｂ 上記ⓐ（平成２２年１月１日から同年８月３１日までの間）について 

（ａ）上記のとおり、本件会社と原告甲との間に雇用契約はともかく、これと類する原

因関係が存在していたものと認められ、上記給与所得の要件①を満たす。 

 問題は、給与所得の要件②③であるが、この点、上記１（１）の事実によれば、

①本件各係争年当時、本件会社は少なくとも８つの金融機関に決済用と思われる普

通預金口座を保有していたことが判明しているが、いずれも平成２２年１月当時の

預金残高は０円ないし１０万円を下回っていること、②本件会社は、本件各係争年

である平成２２年以前から、金融機関４行からの２億円に近い借入の返済を遅滞す

るようになり、県保証協会が平成２１年６月から７月にかけ本件会社に代わって上

記借入金の残額１億８０００万円余りを代位弁済していること、③本件会社は、平

成２１年以降、源泉所得税を納付しておらず、また、平成２０年６月分ないし平成

２４年１２月分の社会保険料（健康保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金）も

ほとんど納付せず滞納状態が続いており、そのため平成２４年５月と同年１１月に

実施されたＱ年金事務所の聴取調査によると近隣住民から本件会社の事業所には数

年前から人が出入りしている様子がないとの回答を得ていること、④本件会社は、

平成２２年８月期の法人税の確定申告書を提出しておらず、法人税の確定申告書を

提出しておらず、青色申告の承認も取り消されているほか、少なくとも平成２３年

及び平成２４年分について給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を宇都宮税務

署長に提出せず、平成１９年分から平成２５年分の給与支払報告書を宇都宮市長に

提出していないなど当然に行うべき各種手続きを履行していないこと、そして、上

記１（２）（３）の事実によれば、⑤平成２２年９月１日、原告甲が取締役を解任

され、代表取締役を退任した際、原告乙だけでなく、その他の取締役や監査役も辞

任しており、本件会社は取締役会設置会社及び監査役設置会社であることを廃止し

ていること、⑥原告甲に代わって代表取締役に就任した丙は、税務調査において、

本件会社の実権を握る丁会長から、本件会社は閉鎖するつもりであって、会社自体

は仕事をしていない、迷惑はかけないから従業員の行き先が見つかるまで名前を貸

してほしいなどと説明されたと述べており、実際、代表取締役に就任した後も、本

件会社の経営を行っていた事実はなく、本件会社の事業所等に届いた郵便物を丁会

長に届けるなどの仕事をしていたにとどまること、⑦本件会社の原告甲に対する給

与は、平成２１年７月から９月までの間、本件会社からＸ銀行宇都宮支店の原告甲

名義の普通預金口座に振り込まれていたが、同年１０月以降は本件会社から同口座

に給与の振り込みがされた形跡はないことなどの事情を指摘することができるとこ
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ろ、これらの事情は、いずれも仮に平成２２年１月１日から同年８月３１日までの

間、本件会社に稼働実態があったとすると、合理的な説明が著しく困難な事情に当

たるものというべきである。 

 そこで以上の各事情を総合すると、本件会社は、遅くとも平成２２年１月１日の

時点において、事実上企業としての営業活動を停止しており、従業員に対して給与

を支払うことが可能なだけの稼働実態は既に失われていたものというべきであるか

ら、上記のとおり原告甲と本件会社との間には雇用契約に類する契約関係が存在し

ていたとしても、かかる契約に基づき継続的ないし断続的に労務又は役務の提供が

され、これらの対価として上記給与支給者から一定の給付がされた事実はないもの

と推認するのが合理的である。 

（ｂ）もっとも、原告甲は、本件会社から本件各係争年分の給与が支払われていたこと

の証拠として、本件各給与台帳（乙２９）を提出する。 

 しかし、①上記１（１）エのとおり、原告甲は、税務調査において担当職員から

再三にわたり事業所得に関する帳簿書類や本件会社から給与を受領したことが確認

できる書類（給与明細書や通帳）の提示を求められていたにもかかわらず、本件各

処分の異議申立ての段階に至ってようやく本件各給与台帳（乙２９）を提出したも

のであって、このような提出の経緯や時期だけをとってみても、その信ぴょう性に

は疑義がある上、②上記１（２）のとおり、本件各給与台帳（乙２９）を添付した

宇都宮税務署長宛て文書（郵便物）の提出者である丙は、本件会社の代表取締役と

はいえ実態は名ばかりの存在であって、本件各給与台帳（乙２９）のとおり給与が

支払われていたか否かを知り得る立場にはなかったこと、③仮に、本件各給与台帳

（乙２９）のとおり、原告らに対して給与の支払がされていたのであれば、そのよ

うな会社は、従前どおり源泉所得税を納付し、所得税法及び地方税法関係の諸手続

を履行するのが通常であるところ、上記１（１）ウのとおり、本件会社は、平成２

１年以降源泉所得税を納付していないだけでなく、平成２３年及び平成２４年分の

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出せず、しかも宇都宮市に対する給

与支払報告書の提出を怠り、法定の手続を全く履行していないのは不可解であるこ

と、④上記１（２）ウのとおり、本件会社の経営の実権を握っていた丁会長は、平

成２２年８月、丙に対して代表取締役就任を依頼するに当たって、本件会社を事実

上閉鎖し、清算の手続を進める予定であると説明しており、実際に、本件各係争年

当時、本件会社は、多額の負債を抱え、いずれの決済口座（普通預金）も残高が底

をついた状態であって、法人税の滞納も続いていたというのであるから、本件各給

与台帳（乙２９）に記載のあるとおり、原告らに対して毎月コンスタントに一定の

給与が支払われ、一度も給与が支払われなかった月はないというのは如何にも不自

然であること、そして、⑤本件訴訟の提起後、原告らは本件各給与台帳（乙２９）

とほぼ同一の内容の給与台帳（本件給与台帳（甲９））を証拠として提出している

ことからみて、原告ら、とりわけ原告甲は、本件各給与台帳（乙２９）の元となっ

たデータファイルそれ自体を使用し、これを操作することができる立場にあったも

のというべきであるから、原告らは、本件各処分に対する異議手続はもとより、本

件訴訟を有利に進行させるため、後から本件の各確定申告書に添付された源泉徴収
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票（乙２の１・２、３の１・２）の内容と平仄が合う内容の給与台帳を作成するこ

とは可能であり、また、それにより還付を得られる可能性が高まることを考慮する

と原告らにそのような行動に出る動機がなかったとはいえないことなどの各事情に

照らすならば、本件各給与台帳（乙２９）は、上記の推認を妨げるに足るほどの証

拠価値を有するものではない。 

 なお、原告甲は、仮に本件会社からの給与支払がなければたちまち生活は困窮し

ていたはずであるなどと主張し、その本人尋問でも、この点をくり返し供述してい

るが、前提事実（１）イのとおり、原告甲は、Ｃの屋号で車両販売業及びＯＡ機器

等のリース事業を営むとともに、平成１８年７月●日にＥを設立し、その代表取締

役を務めていたというのであるから、これにＥに稼働実態がないことをうかがわせ

る証拠は何ら提出されていないことなどを合わせ考慮すると、原告甲は本件会社か

らの給与支払がなくても、自らが代表取締役を務めるＥからの収入により生活を維

持することができたものとみることができ、そうだとすると、原告甲の上記主張・

供述は、これを採用することはできない。 

（ｃ）以上によれば、上記期間ⓐにおける原告甲分各確定申告書「給与所得の金額」欄

記載の給与は、給与所得の要件②③を満たさないものというべきである。 

ｃ 上記ⓑ期間（平成２２年９月１日から同年１２月３１日までの間）について 

（ａ）上記のとおり、平成２２年８月３１日までは、原告甲と本件会社との間には雇用

契約と類する契約関係が存在していたというべきであるが、上記１（２）のとおり、

原告甲は、同年９月１日、本件会社の取締役を解任され、代表取締役を退任してい

る。そこで、これを機に、原告甲と本件会社との間に存在したと認められる雇用類

似の契約関係も消滅したか否かが問題となるところ、上記ｂ（ａ）における検討に

よれば、本件会社は、遅くとも平成２２年１月１日の時点において、事実上企業と

しての営業活動を停止しており、従業員に対して給与を支払うことが可能なだけの

稼働実態は既に失われ、実際にも同日から同年８月３１日までの間、原告甲は、上

記雇用契約類似の契約関係に基づき継続的ないし断続的に労務又は役務の提供がさ

れていた形跡はうかがわれないことに加え、②上記１（２）によれば、原告甲は、

本件会社の基本的な経営方針をめぐって本件会社の実権を握る丁会長と対立し、本

件会社の株式の相当数を支配する同人によって同社取締役の地位を解任されたもの

であり、実際、同人は、丙に対して、本件会社を事実上閉鎖（清算）する予定であ

るとして、「社長を継がせた上の子（原告甲）は勘当した」などと同原告との関係

絶縁をうかがわせる説明をした上、本件会社の代表取締役就任を懇請していること、

そして、③前提事実（１）イによれば、原告甲自身は、平成１７年７月に自ら設立

したＥの代表取締役として稼動して一定の報酬を得る機会を有していたのであるか

ら、本件会社の取締役を解任され、代表取締役を退任した後も、敢えて同社との間

で雇用契約と類似の関係を存続させる必要はなく、④現に、上記１（１）イ（ウ）

によれば、原告甲は、県保証協会が平成２６年４月に提起した訴訟において、「解

任後のＡの状況（返済額等）は何もわかりません。」、「解任される前に個人の預金、

保険等全て解約し資産は全てＡ株式会社（現 Ｂ）に注ぎ込み、その後も収入もな

く本来の連帯保証人としての役割を果たせる状況にございません。」などと本件会
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社との関係を全く断ち切ったことをうかがわせる記載のある答弁書を作成し、当庁

に提出していることなどの事情を合わせ考慮とすると、原告甲と本件会社との間に

存在した雇用契約類似の契約関係は、平成２２年９月１日、同原告が本件会社の取

締役を解任されたのを機に消滅したものと推認するのが合理的であって、これに反

するかのようにみえる本件各給与台帳（乙２９）は、上記ｂ（ｂ）で検討したとお

り証拠価値に乏しく、他に、上記推認を妨げるに足る証拠はない。 

（ｂ）以上によれば、上記期間ⓑにおいては、それまで原告甲と本件会社との間に存し

た雇用契約に類する契約関係は消滅していたものというべきであるから、上記期間

ⓑにおける原告甲分各確定申告書「給与所得の金額」欄記載の給与は、そもそも給

与所得の要件①を満たさない。 

 なお付言すると、仮に、上記期間ⓑにおいても原告甲と本件会社との間には雇用

契約類似の関係が継続していたとしても、上記ｂにおいて検討した各事情は、全て

この期間には妥当するから、かかる契約に基づき継続的ないし断続的に労務又は役

務の提供がされ、その対価として上記給与支給者から一定の給付がされた事実はな

いものと推認され、結局、上記期間ⓑにおける原告甲分各確定申告書「給与所得の

金額」欄記載の給与は、給与所得の要件②③を満たさない。 

ｄ 小括 

 以上によれば、本件各係争年分のうち平成２２年分について、原告甲分各確定申告

書「給与所得の金額」欄記載の給与は支払われた事実はないものというべきである。 

（イ）本件各係争年分のうち平成２３年分及び平成２４年分について 

ａ 本件各係争年分のうち平成２３年分（平成２３年１月１日から同年１２月３１日ま

での期間）及び平成２４年分（平成２４年１月１日から同年１２月３１日までの期

間）に関する、原告甲分各確定申告書「給与所得の金額」欄記載の給与についても、

基本的に上記（ア）ｂ及びｃで検討した事情が妥当するから、いずれも給与所得の要

件①を満たさず（仮に同要件を満たすとしても同要件②③を満たさない。）、したがっ

て、同給与が支払われた事実はないというべきである。 

ｂ もっとも、上記１（２）エの事実によれば、原告甲は、平成２３年３月１１日に発

生した東日本大震災の被災地である宮城県石巻市に赴き、長期的なボランティア活動

を行うため、「Ｕ」を立ち上げる一方で、かかる被災地の需要に応じるため、募金自

動販売機の設置事業や中古車販売事業などを行っており、原告甲は、その本人尋問で、

これらの事業は本件会社の営業として行われたものである旨供述している。しかし、

これらの事業が本件会社の事業として行われたものであることを客観的に裏付ける証

拠は何ら提出されていないばかりか、むしろ、上記１（２）で認定したとおり、これ

らの事業は、「Ａ（株）Ｖ」又は「Ａ株式会社Ｖ」という名で行われており、その当

時既に商号を「株式会社Ｂ」に変更していた本件会社の営業として行われたものなの

か、それとも原告甲が代表取締役を務める別会社（Ｅ）や立ち上げたばかりの「Ｕ」

の営業として行われたものであるかは判然とせず（少なくとも平成２２年９月１日に

変更された本件会社の新商号である「株式会社Ｂ」が使用された形跡は全くない。）、

かえって、平成２３年７月●日付けの「Ｗ」のインターネット記事において、原告甲

は、「太陽光パネルを用いた街路灯の製造販売や運送業などを手がけるＥ株式会社社
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長」として紹介されていることなどに照らすと、原告らの上記本人供述を容易く信用

することはできず、他に上記認定を覆すに足るほどの証拠はない。 

ウ 争点①・イ－原告乙分各確定申告書「給与所得の金額」欄記載の給与が支払われた事

実がないこと 

（ア）本件各係争年分のうち平成２３年分（平成２３年１月１日から同年１２月３１日ま

での期間）及び平成２４年分（平成２４年１月１日から同年１２月３１日までの期間）

に関する、原告乙分各確定申告書「給与所得の金額」欄記載の給与についても、基本的

に上記ア（ア）ｂで検討した事情が妥当し、また、上記１（２）によれば、原稿乙も、

平成２２年９月１日、原告甲が取締役から解任され、代表取締役から退任し、他の取締

役が辞任するのと同時に本件会社の取締役を辞任していることに照らせば、本件会社と

原告乙との間の雇用契約類似の契約関係は、同原告の本件会社の取締役辞任を機に消滅

したものとして、いずれも給与所得の要件①を満たさず（仮に同要件を満たすとしても

同要件②③を満たさない。）、したがって、同給与が支払われた事実はないというべきで

ある。 

（イ）もっとも、上記１（２）エの事実によれば、原告乙は、平成２３年３月１１日に発

生した東日本大震災の被災地である宮城県石巻市に赴き、原告甲とともに、長期的なボ

ランティア活動を行うため、「Ｕ」を立ち上げる一方で、かかる被災地の需要に応じる

ため、募金自動販売機の設置事業や中古車販売事業などを行っており、原告乙も、その

本人尋問で、これらの事業は本件会社の営業として行われたものである旨供述している。

しかし、上記イ（イ）ｂで述べたとおり、原告らが行っていたこれらの事業が、本件会

社の営業として行われたものとみることには重大な疑問があるから、原告乙の上記供述

も容易く信用することはできない。 

 なお、上記１（３）イ（ア）によれば、平成２３年６月２０日、同年７月２１日、同

年８月２５日、同年１０月３日に本件会社名義のＨ銀行の預金口座から原告乙名義の預

金口座に各２０万円が送金されているが、上記イ（ア）ｂで検討したとおり、本件会社

は、平成２２年１月の時点では既に稼働実態を失っていたものというべきである。そう

すると、上記各時点において本件会社名義の上記Ｈ銀行の預金口座は、本件会社の決済

口座としての機能を喪失していたものというべきであるから、上記各振込金をもって本

件会社と原告乙との間に雇用契約類似の契約関係が継続していたことの証左であるとみ

ることはできず、他に、上記（ア）の認定を覆すに足る証拠はない。 

（２）争点②－原告甲各賦課決定処分関係について 

ア 重加算税制度の趣旨は、悪質な納税義務違反の発生を防止し、もって申告納税制度に

よる適正な徴税の実現を確保しようとする点にあるところ、かかる重加算税を課するた

めには、納税者のした過少申告行為そのものが隠蔽、仮装に当たるというだけでは足り

ず、過少申告行為そのものとは別に隠蔽、仮装と評価すべき行為が存在し、これに合わ

せた過少申告がされたことを必要とするが、ただ、上記重加算税制度の趣旨にかんがみ

れば、架空名義の利用や資料の隠匿等の積極的な行為が存在したことまでは必要でなく、

納税者が当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい

得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたような場合には、重加算税

の賦課要件を満たすものというべきである（最高裁平成６年１１月２２日第三小法廷判
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決・民集４８巻７号１３７９頁参照）。そうすると、所得税の確定申告においても、所得

控除、特別控除等を受ける場合など証明書類の添付、提示が義務付けられている場合

（所得税法１２０条３項等）において、事実に反する計算書類、証拠書類の意図的な作

成は、隠蔽又は仮装に当たり、その計算書類、証拠書類に基づき納税申告書を提出した

場合には、重加算税の賦課要件を満たすものと解するのが相当である（乙２１）。 

イ 原告甲分各確定申告のうち平成２２年分の申告について 

 上記（１）イ及びウで詳細に検討したとおり、本件各係争年のうち平成２２年分の原

告甲分各確定申告書「給与所得の金額」欄記載の給与は支払われた事実がないものと認

められるところ、前提事実（２）のほか、掲記の証拠、原告甲の本人尋問の結果（原告

甲・２６５項ないし２６９項）及び弁論の全趣旨によれば、原告甲は、本件会社から上

記給与の支払を受けたことを前提とする本件会社の源泉徴収票を添付した確定申告書に

押印の上、これを宇都宮税務署に提出し、同年分の確定申告を行っていること、そして、

上記確定申告書に添付する源泉徴収票（乙２の１・４枚目）の給料の支払金額欄は原告

甲自身が手書きしたものであると認められるから、同原告は、所得税法によって添付が

義務付けられている本件会社の源泉徴収票が事実に反するものであることを認識しつつ、

これに基づく平成２２年分の確定申告書を作成、提出したものということができ、重加

算税の上記賦課要件を満たす。 

ウ 原告甲分各確定申告のうち平成２３年分及び平成２４年分の申告について 

 上記（１）イ及びウで詳細に検討したとおり、本件各係争年のうち平成２３年分及び

平成２４年分の原告甲分各確定申告書「給与所得の金額」欄記載の給与が支払われた事

実はないものと認められるところ、原告甲は、平成２３年及び平成２４年分の確定申告

に当たっても、本件会社からの源泉徴収票の記載に基づく確定申告書に押印の上、確定

申告を行っているが、その添付が義務付けられている源泉徴収票の記載内容それ自体及

び平成２２年分の確定申告に当たって事実に反する内容の源泉徴収票を作成、添付した

ことなどの事情に照らすと、原告甲は、平成２３年及び平成２４年の源泉徴収票の記載

内容も当然事実に反することを認識していたものと推認され、この推認を妨げるに足る

証拠はない。そうすると、同原告は、所得税法によって添付が義務付けられている本件

会社の源泉徴収票が事実に反するものであることを認識しつつ、これに基づく平成２３

年分及び平成２４年分の確定申告書を作成、提出したものということができるから、重

加算税の上記賦課要件を満たす。 

エ 以上によれば、本件各係争年に係る原告甲分確定申告は、いずれも「課税標準等又は

税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、

又は仮装したところに基づき、納税申告書を提出したとき」に当たるものというべきで

ある。 

３ 本件各処分の適法性 

 以上に説示したところによれば、本件各処分における課税の根拠及び計算は、別紙「課税の

根拠及び計算」に記載のとおりであると認められるから（前記第２の４）、本件各処分は適法

というべきである。 

第４ 結論 

 以上によれば、原告らの請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし、主文の
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とおり判決する。 

 

宇都宮地方裁判所第２民事部 

裁判長裁判官 伊良原 恵吾 

裁判官 南部 潤一郎 

裁判官 平古場 郁弥 
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別紙               「課税の根拠及び計算」 

 

【本件各更正処分について】 

１ 本件各更正処分の根拠 

 被告が、本訴において主張する原告らの本件各係争年分の所得税に係る総所得金額等及び納

付すべき税額等は、次のとおりである。 

（１）原告甲各更正処分の根拠 

ア 平成２２年分 

（ア）総所得金額 △６７０万２８０３円 

 上記金額は、次のａ及びｂの各金額の合計額である（所得税法２２条２項）。なお、

△は、損失の金額を表す。以下同じ。 

ａ 事業所得の金額 △８２０万２８０３円 

 上記金額は、原告甲が平成２３年３月９日に処分行政庁に提出した平成２２年分所

得税の確定申告書（原告甲２２年分確定申告書・乙２号証の１・１枚目①欄）に記載

された事業所得の金額と同額である。 

ｂ 給与所得の金額 １５０万円 

 後に詳述するとおり、原告甲は、平成２２年分において、本件会社からの給与収入

があったとは認められないことから、原告甲の平成２２年分の給与所得金 額は、Ｅ

から支給された給与収入２４０万円（乙２の１・２及び３枚目）から、所得税法（平

成２４年法律第６号による改正前のもの。）２８条３項に規定する給与所得控除を同

項２項の規定に基づいて控除した後の金額である。 

（イ）所得控除の合計額 １５０万５７３６円 

 上記金額は、原告甲が、原告甲２２年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である（乙２の１・１枚目㉕欄）。 

（ウ）課税総所得金額  ０円 

 上記金額は、上記（ア）の総所得金額△６７０万２８０３円から、上記（イ）の所得

控除の合計額１５０万５７３６円を控除した後の金額（所得税法８９条２項。ただし、

国税通則法（以下「通則法」という。）１１８条１項の規定により１０００円未満の端

数を切り捨てた後のもの。後記イ（ウ）、ウ（ウ）、（２）ア（ウ）及び（２）イ（ウ）

において同じ。）である。 

（エ）納付すべき税額 △２２万２０００円 

 上記金額は、次のａの課税総所得金額に対する税額からｂの源泉徴収税額を差し引い

た後の金額である。なお、「△」は、還付金の額に相当する税額を示す。 

ａ 課税総所得金額に対する税額  ０円 

 上記（ウ）のとおり、課税総所得金額が０円であることから、課税総所得金額に対

する税額は０円となる（所得税法８９条１項（平成２５年法律第５号による改正前の

もの。以下同じ。））。 

ｂ 源泉徴収税額 ２２万２０００円 

 原告甲は、平成２２年分において、本件会社からの給与収入があったとは認められ

ず、原告甲の平成２２年分の源泉徴収税額は、原告甲２２年分確定申告書（乙２の
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１・１ないし４枚目）に記載された源泉徴収税額２６４万４８００円（同号証１枚目

㊴欄）から、本件会社を支払者とする平成２２年分給与所得の源泉徴収票に記載され

た源泉徴収税額２４２万２８００円（同号証４枚目）を控除した後の金額となる。 

イ 平成２３年分 

（ア）総所得金額 △８１３万１８６６円 

 上記金額は、次のａ及びｂの各金額の合計額である（所得税法２２条２項）。 

ａ 事業所得の金額 △８１３万１８６６円 

 上記金額は、原告甲２３年分確定申告書（乙２の２・１枚目①欄）に記載された事

業所得の金額と同額である。 

ｂ 給与所得の金額  ０円 

 原告甲は、平成２３年分において、本件会社からの給与収入があったとは認められ

ず、原告甲の平成２３年分の給与所得金額は０円となる。 

（イ）所得控除の合計額 １５１万６６６８円 

 上記金額は、原告甲が原告甲２３年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と

同額である（乙２の２・１枚目㉕欄）。 

（ウ）課税総所得金額  ０円 

 上記金額は、上記（ア）の総所得金額△８１３万１８６６円から、上記（イ）の所得

控除の合計額１５１万６６６８円を控除した金額である（所得税法８９条２項）。 

（エ）納付すべき税額  ０円 

 上記金額は、次のａの課税総所得金額に対する税額からｂの源泉徴収税額を差し引い

た後の金額である。 

ａ 課税総所得金額に対する税額  ０円 

 上記（ウ）のとおり、課税総所得金額が０円であることから、課税総所得金額に対

する税額は０円となる（所得税法８９条１項）。 

ｂ 源泉徴収税額  ０円 

 原告甲は、平成２３年分において、本件会社からの給与収入があったとは認められ

ず、原告甲の平成２３年分の源泉徴収税額は０円となる。 

ウ 平成２４年分 

（ア）総所得金額 △８０５万５６８６円 

 上記金額は、次のａ及びｂの各金額の合計額である（所得税法２２条２項）。 

ａ 事業所得の金額 △８０５万５６８６円 

 上記金額は、原告甲２４年分確定申告書（乙２の３・１枚目①欄）に記載された事

業所得の金額と同額である。 

ｂ 給与所得の金額  ０円 

 原告甲は、平成２４年分において、本件会社からの給与収入があったとは認められ

ず、原告甲の平成２４年分の給与所得金額は０円となる。 

（イ）所得控除の合計額 １６０万８０２４円 

 上記金額は、原告甲が原告甲２４年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と

同額である。 

（ウ）課税総所得金額  ０円 
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 上記金額は、上記（ア）の総所得金額△８０５万５６８６円から、上記（イ）の所得

控除の合計額１６０万８０２４円を控除した金額である（所得税法８９条２項）。 

（エ）納付すべき税額  ０円 

 上記金額は、次のａの課税総所得金額に対する税額からｂの源泉徴収税額を差し引い

た後の金額である。 

ａ 課税総所得金額に対する税額  ０円 

 上記（ウ）のとおり、課税総所得金額が０円であることから、課税総所得金額に対

する税額は０円となる（所得税法８９条１項）。 

ｂ 源泉徴収税額  ０円 

 原告甲は、平成２４年分において、本件会社からの給与収入があったとは認められ

ず、原告甲の平成２４年分の源泉徴収税額は０円となる。 

（２）原告乙各更正処分の根拠 

ア 平成２３年分 

（ア）総所得金額 △３０８万２３００円 

 上記金額は、次のａ及びｂの各金額の合計額である（所得税法２２条２項）。 

ａ 事業所得の金額 △３０８万２３００円 

 上記金額は、原告乙２３年分確定申告書（乙３の１・１枚目①欄）に記載された事

業所得の金額と同額である。 

ｂ 給与所得の金額  ０円 

 原告乙は、平成２３年分において、本件会社からの給与収入があったとは認められ

ず、原告乙の平成２３年分の給与所得金額は０円となる。 

（イ）所得控除の合計額 １２４万５８４０円 

 上記金額は、原告乙が原告乙２３年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と

同額である（乙３の１・１枚目㉕欄）。 

（ウ）課税総所得金額  ０円 

 上記金額は、上記（ア）の総所得金額△３０８万２３００円から、上記（イ）の所得

控除の合計額１２４万５８４０円を控除した金額である（所得税法８９条２項）。 

（エ）納付すべき税額  ０円 

 上記金額は、次のａの課税総所得金額に対する税額からｂの源泉徴収税額を差し引い

た後の金額である。 

ａ 課税総所得金額に対する税額  ０円 

 上記（ウ）のとおり、課税総所得金額が０円であることから、課税総所得金額に対

する税額は０円となる（所得税法８９条１項）。 

ｂ 源泉徴収税額  ０円 

 原告乙は、平成２３年分において、本件会社からの給与収入があったとは認められ

ず、原告乙の平成２３年分の源泉徴収税額は０円となる。 

イ 平成２４年分 

（ア）総所得金額 △３０２万７９２４円 

 上記金額は、次のａ及びｂの各金額の合計額である（所得税法２２条２項）。 

ａ 事業所得の金額 △３０２万７９２４円 
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 上記金額は、原告乙２４年分確定申告書（乙第３号証の２・１枚目①欄）に記載さ

れた事業所得の金額と同額である。 

ｂ 給与所得の金額  ０円 

 原告乙は、平成２４年分において、本件会社からの給与収入があったとは認められ

ず、原告乙の平成２４年分の給与所得金額は０円となる。 

（イ）所得控除の合計額 １２９万２３４２円 

 上記金額は、原告乙が原告乙２４年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と

同額である（乙３の２・１枚目㉕欄）。 

（ウ）課税総所得金額  ０円 

 上記金額は、上記（ア）の総所得金額△３０２万７９２４円から、上記（イ）の所得

控除の合計額１２９万２３４２円を控除した金額である（所得税法８９条２項）。 

（エ）納付すべき税額  ０円 

 上記金額は、次のａの課税総所得金額に対する税額からｂの源泉徴収税額を差し引い

た後の金額である。 

ａ 課税総所得金額に対する税額 ０円 

 上記（ウ）のとおり、課税総所得金額が０円であることから、課税総所得金額に対

する税額は０円となる（所得税法８９条１項）。 

ｂ 源泉徴収税額  ０円 

 原告乙は、平成２４年分において、本件会社からの給与収入があったとは認められ

ず、原告乙の平成２４年分の源泉徴収税額は０円となる。 

２ 本件各更正処分の計算 

（１）原告甲各更正処分について 

 被告が、本訴において主張する原告甲各年分の所得税の納付すべき税額（還付金の額に

相当する税額）は、平成２２年分が△２２万２０００円（上記１（１）ア（エ））、平成２

３年分及び同２４年分は共に０円（同イ（エ）及び同ウ（エ））であるところ、上記各金額

は、いずれも原告甲各更正処分における還付金の額に相当する税額（甲１の３・５頁「Ⓑ

更正後の額」の「㊲」欄）及び納付すべき税額（甲１の２・４頁「Ⓑ更正後の額」の

「㊱」欄及び甲１の１・４頁「Ⓑ更正後の額」の「㊱」欄参照）と同額である。 

（２）原告乙各更正処分について 

 被告が、本訴において主張する原告乙の原告乙各年分の所得税の納付すべき税額は、平

成２３年分及び同２４年分共に０円（上記１（２）ア（エ）及び同イ（エ））であるところ、

上記各金額は、いずれも原告乙各更正処分における納付すべき税額（甲１の５・１頁「Ⓑ

更正後の額」の「㉖」欄及び甲１の４・１頁「Ⓑ更正後の額」の「㉖」欄参照）と同額で

ある。 

【本件各賦課決定処分】 

１ 本件各賦課決定処分の根拠 

（１）原告甲各賦課決定処分の根拠 

 原告甲各更正処分に基づき原告甲が新たに納付すべきこととなる所得税額に対しては、

通則法６８条１項の規定により、過少申告加算税の計算の基礎となるべき税額に係る過少

申告加算税に代えて重加算税が課されることとなる。 
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 したがって、原告甲各年分の重加算税の額は、それぞれ次のとおり計算した金額となる。 

ア 平成２２年分 ８４万７０００円 

 上記金額は、原告甲２２年分更正処分により原告甲が新たに納付すべきこととなった

所得税額２４２万円（甲１の３・１頁「本税の額」欄参照。ただし、同法１１８条３項

の規定により１万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。後記イ及びウにおいて同

じ。）に、通則法６８条１項（平成２８年法律第１５号による改正前のもの。以下同じ）

の規定に基づき、１００分の３５の割合を乗じて算出した金額である。 

イ 平成２３年分 １０１万５０００円 

 上記金額は、原告甲２３年分更正処分により原告甲が新たに納付すべきこととなった

所得税額２９０万円（甲１の２・１頁「本税の額」欄参照）に、通則法６８条１項の規

定に基づき、１００分の３５の割合を乗じて算出した金額である。 

ウ 平成２４年分 １０１万５０００円 

 上記金額は、原告甲２４年分更正処分により原告甲が新たに納付すべきこととなった

所得税額２９０万円（甲１の１・１頁「本税の額」欄参照）に、通則法６８条１項の規

定に基づき、１００分の３５の割合を乗じて算出した金額である。 

（２）原告乙各賦課決定処分の根拠 

 原告乙に対して賦課される原告乙各年分の過少申告加算税の額は、それぞれ次のとおり

計算した金額となる。 

ア 平成２３年分 ２１万５０００円 

 上記金額は、原告乙２３年分更正処分により原告乙が新たに納付すべきこととなった

所得税額１６０万円（甲１の５・１頁㉖欄参照。ただし、通則法１１８条３項の規定に

より１万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。後記イにおいて同じ）に、同法６５

条１項の規定に基づき、１００分の１０の割合を乗じて算出した金額１６万円と、同法

６５条２項の規定に基づき、新たに納付すべきこととなった所得税額のうち５０万円を

超える額１１０万円に１００分の５の割合を乗じて算出した金額５万５０００円との合

計額である。 

イ 平成２４年分 ２１万５０００円 

 上記金額は、原告乙２４年分更正処分により原告乙が新たに納付すべきこととなった

所得税額１６０万円（甲１の４・１頁㉖欄参照）に、通則法６５条１項の規定に基づき、

１００分の１０の割合を乗じて算出した金額１６万円と、同法６５条２項の規定に基づ

き、新たに納付すべきこととなった所得税額のうち５０万円を超える額１１０万円に１

００分の５の割合を乗じて算出した金額５万５０００円との合計額である。 

２ 本件各賦課決定処分の計算 

（１）原告甲各賦課決定処分について 

 上記１（１）アないしウのとおり、原告甲各更正処分に伴って原告甲に賦課される重加

算税の額は、平成２２年分については８４万７０００円、平成２３年分及び平成２４年分

については各１０１万５０００円であるところ、これらの金額は、いずれも原告甲各賦課

決定処分における重加算税の額（甲１の３・１頁の「加算税の額」の「重加算税の額」欄、

甲１の２・１頁の「加算税の額」の「重加算税の額」、及び甲１の１・１頁の「加算税の

額」の「重加算税の額」欄参照）と同額である。 
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（２）原告乙各賦課決定処分について 

 上記１（２）ア及びイのとおり、原告乙各更正処分に伴って原告乙に賦課される過少申

告加算税の額は、平成２３年分及び平成２４年分のいずれについても２１万５０００円で

あるところ、これらの金額は、いずれも原告乙各賦課決定処分における過少申告加算税の

額（甲１の５・４頁の「賦課決定額」の「㉓」欄及び甲第１号証の４・４ページの「賦課

決定額」の「㉓」欄参照）と同額である。 

 以上 
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別表１ 
 

課税処分等の経緯（原告甲） 
 

（単位：円）          

年
分 

区分 
確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

法定申告期限内 平成27年３月10日 平成27年５月８日 平成27年８月４日 平成27年９月４日 平成28年６月21日 

平 
成 
22 
年 
分 

総所得金額 1,497,197 △ 6,702,803 

全部取消し 棄却 全部取消し 棄却 

内
訳 

事業所得の金額 △ 8,202,803 △ 8,202,803 

給与所得の金額 9,700,000 1,500,000 

所得控除の額の合計額 1,505,736 1,505,736 

課税総所得金額 0 0 

課税総所得金額 
に対する税額 0 0 

源泉徴収税額  2,644,800 222,000 

納付すべき税額 △ 2,644,800 △ 222,000 

重加算税の額   847,000 

平 
成 
23 
年 
分 

総所得金額 △ 1,231,866 △ 8,131,866 

全部取消し 棄却 全部取消し 棄却 

内
訳 

事業所得の金額 △ 8,131,866 △ 8,131,866 

給与所得の金額 6,900,000 0 

所得控除の額の合計額 1,516,668 1,516,668 

課税総所得金額 0 0 

課税総所得金額 
に対する税額 

0 0 

源泉徴収税額 2,906,400 0 

納付すべき税額 △ 2,609,400 0 

重加算税の額   1,015,000 

平 
成 
24 
年 
分 

総所得金額 △ 1,155,686 △ 8,055,686 

全部取消し 棄却 全部取消し 棄却 

内
訳 

事業所得の金額 △ 8,055,686 △ 8,055,686 

給与所得の金額 6,900,000 0 

所得控除の額の合計額 1,608,024 1,608,024 

課税総所得金額 0 0 

課税総所得金額 
に対する税額 0 0 

源泉徴収税額 2,906,400 0 

納付すべき税額 △ 2,609,400 0 

重加算税の額   1,015,000 

（注）１ 「総所得金額」欄及び「事業所得の金額」欄の△印は、損失金額を示す。 

              ２ 「納付すべき税額」欄の△印は還付金の額に相当する税額を示す。 
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別表２ 
 

課税処分等の経緯（原告乙） 
 

（単位：円）          

年
分 

区分 
確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

法定申告期限内 平成27年３月10日 平成27年５月８日 平成27年８月４日 平成27年９月５日 平成28年６月21日 

平 
成 
23 
年 
分 

総所得金額 1,177,700 △ 3,082,300 

全部取消し 棄却 全部取消し 棄却 

内
訳 

事業所得の金額 △ 3,082,300 △ 3,082,300 

給与所得の金額 4,260,000 0 

所得控除の額の合計額 1,245,840 1,245,840 

課税総所得金額 0 0 

課税総所得金額 
に対する税額 0 0 

源泉徴収税額 1,603,200 0 

納付すべき税額 △ 1,603,200 0 

過少申告加算税の額   215,000 

平 
成 
24 
年 
分 

総所得金額 1,232,076 △ 3,027,924 

全部取消し 棄却 全部取消し 棄却 

内
訳 

事業所得の金額 △ 3,027,924 △ 3,027,924 

給与所得の金額 4,260,000 0 

所得控除の額の合計額 1,292,342 1,292,342 

課税総所得金額 0 0 

課税総所得金額 
に対する税額 

0 0 

源泉徴収税額 1,603,200 0 

納付すべき税額 △ 1,603,200 0 

過少申告加算税の額   215,000 

（注）１ 「総所得金額」欄及び「事業所得の金額」欄の△印は、損失金額を示す。 

              ２ 「納付すべき税額」欄の△印は還付金の額に相当する税額を示す。 
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